
本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業
績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。
将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比と異なる可能性があることに
ご留意ください。
なお、商品・サービスの詳細につきましては、お近くの営業店窓口までお問い合わ
せください。

商 号 ……………… 株式会社名古屋銀行

設 立 ……………… 1949年2月24日

総 資 産（連結）……… ３兆8,972億円

預 金 等 ※ …………… ３兆4,915億円

貸 出 金 ……………… ２兆5,964億円

資 本 金 ……………… 250億円
連 結 総 自 己 資 本 比 率

（ 国 際 統 一 基 準 ）……………… 12.52%

従 業 員 数 ……………… 1,856名

拠 点 数 ……………… 国内 113カ所

本支店 112カ所

出張所 １カ所

海外支店 １カ所

海外駐在員事務所 １カ所

名古屋銀行プロフィール（2019年3月31日現在）
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情報開示方針（ディスクロージャー・ポリシー）

1．基本方針
株式会社名古屋銀行（以下：当行）は、創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」ことを社是として、伝統的な堅実経営方針を維持し、先見
性・先進性のある地域金融機関として地域の発展と共に歩み、地域のお客さまに信頼・支持される銀行を目指しております。当行は、その
実現に向け、情報開示に関する基本的な考え方を「情報開示方針（ディスクロージャー・ポリシー）」として定め、お客さま、株主、投資家
等の皆さまに対して、適切な情報の開示を行う体制の確保に努めております。

2．情報開示の基準
当行は、金融商品取引法その他の関係法令及び金融商品取引所の規則等を遵守し、適時適切に情報の開示を行います。また、お客さま、株
主、投資家等の皆さまが当行の実態を正確に認識し判断できるように、財務内容、経営方針、事業戦略等に関して積極的な情報開示活動に
努めます。

3．情報開示の方法
当行は、会社情報の開示を行うにあたり、特定の者に対する選択的開示とならないように配慮し、公平・公正な情報開示の実現に努めると
ともに、金融商品取引所の定める方法のほか、インターネット、各種印刷物など様々なツールを活用してわかりやすい情報開示に努めます。

4．体制整備
当行は、本情報開示方針（ディスクロージャー・ポリシー）に則った情報開示を適切に行うための体制の整備・充実に努めます。

5．将来予測について
当行が開示する情報の中には、将来予測に関する事項が含まれていることがあります。こうした事項は、開示時点における入手可能な情報
及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、一定のリスクや不確実性を含んでおります。そのため、実際の業績等は、今後の
事業運営や経済情勢等の変化により、開示情報に含まれる将来予測と異なる可能性があります。

金融商品に関するお客さま本位の業務運営
（フィデューシャリー・デューティー※）基本方針

名古屋銀行は、お客さまの安定的な資産形成や資産運用の実現に向けて、役職員一人ひとりが、常にお客さま本位で考え行動いたします。そ
のために、「お客さまのニーズに適した商品ラインアップの整備とサービスの充実」、「お客さま本位のコンサルティングの実践」、「アフターフォ
ローの実施を通じたお客さまとの信頼関係の強化」、「お客さまの満足度を高めるための態勢整備」に取り組んでまいります。

それらの実施状況について、取締役会等に報告し、定期的に取組方針を見直すとともに、公表してまいります。

1．お客さまのニーズに適した商品ラインアップの整備とサービスの充実
継続的な商品の採用・見直しを行い、商品ラインアップを整備するとともに、サービスの充実を図ります。

2．お客さま本位のコンサルティングの実践
お客さまの安定的な資産形成や資産運用のために、それぞれのお客さまに合った商品を、ご案内します。

3．アフターフォローの実施を通じたお客さまとの信頼関係の強化
商品・サービスの提供後も、継続的なアフターフォローを通じ、お客さまの安定的な資産形成や資産運用に役立つよう、市場動向、時価等
の情報提供やアドバイスを行います。

4．お客さまの満足度を高めるための態勢整備
お客さまの満足度を高めるために、高い専門性と倫理観を備えた人材を育成し、適切な業績評価体系を工夫するなどして態勢整備を図ります。

※他者の信認に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称
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